
総務
建設

文教
厚生

常

任

委

員

会

レ

ポ

ー

ト

常

任

委

員

会

レ

ポ

ー

ト

　
個
人
情
報
保
護
条
例
の

一
部
改
正

　
　
個
人
情
報
に
該
当
し

な
い
特
定
個
人
情
報
と
は
。

　
　

法
人
等
に
関
す
る
個

人
情
報
の
こ
と
。

　
　
今
後
、
窓
口
で
の
本

人
確
認
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

で
し
か
で
き
な
い
の
か
。

　
　

今
ま
で
ど
お
り
免
許

証
な
ど
で
対
応
で
き
る
。

　
　
町
と
し
て
、
個
人
情

報
の
取
り
扱
い
を
ど
の
よ

う
に
管
理
す
る
の
か
。

　
　

職
員
の
研
修
会
な
ど

で
対
応
す
る
。

　
税
条
例
の
一
部
改
正

　
　
「
番
号
法
」
施
行
に
伴

う
条
例
の
改
正
は
こ
れ
ら

が
全
て
と
考
え
て
い
い
の

か
。
　
　

年
金
な
ど
一
年
先
送

り
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

今
後
、
国
の
改
正
が
あ
れ

ば
、「
番
号
法
」
に
係
わ
る

条
例
改
正
も
あ
り
う
る
。

　
平
成
27
年
度

一
般
会
計
補
正
予
算

　
　
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
の
発
行

枚
数
は
。

　
　

予
備
を
含
め
て
５
０

０
枚
の
発
行
予
定
で
あ
る
。

　
　
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
を
配
布

す
る
職
員
の
範
囲
は
。

　
　

正
職
員
、
議
員
、
部

署
に
よ
っ
て
は
、
嘱
託
職

員
や
パ
ー
ト
職
員
に
も
配

布
す
る
。

　
平
成
26
年
度

一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算

　　
財
政
状
況
で
、
財
政

調
整
基
金
が
約
28
億
円
、

地
方
債
が
約
66
億
円
、
こ

の
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
、

基
本
と
な
る
指
標
は
な
い

か
。
　
　

健
全
化
判
断
比
率
、

資
金
不
足
比
率
で
の
判
断

を
し
て
ほ
し
い
。

　
平
成
26
年
度

水
道
事
業
会
計
剰
余
金
の

処
分
及
び
決
算

　
　
住
宅
戸
数
が
増
加
し

て
い
る
の
に
有
収
率
が
減

っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。

　
　

火
災
や
広
範
囲
の
漏

水
、
節
水
型
家
電
の
普
及

な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

（
山
本　
恭
久 

議
員
）

QA

QA

QAQA

QAQA

QAQA

　
手
数
料
条
例
の
一
部
改

正　　
カ
ー
ド
を
紛
失
し
た

場
合
の
発
行
に
は
手
数
料

が
か
か
る
の
か
。

　
　

個
人
の
責
務
に
お
い

て
紛
失
し
た
場
合
に
は
再

交
付
を
有
料
と
す
る
。

　
平
成
27
年
度

介
護
保
険
特
別
会
計
予
算

　
　
国
よ
り
県
の
補
正
額

が
多
い
の
は
。

　
　

国
と
県
で
の
補
助
率

の
違
い
が
あ
る
点
と
当
初

予
算
を
算
出
す
る
際
の
基

準
と
な
る
月
が
違
う
た
め

で
あ
る
。

　
平
成
26
年
度

一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算

　
　
今
後
給
食
費
の
収
入

率
を
上
げ
て
い
く
対
策
は
。

　
　

未
納
が
あ
る
方
へ
は
、

文
書
に
よ
り
督
促
し
、
家

庭
訪
問
に
も
力
を
入
れ
、

学
校
の
行
事
等
で
保
護
者

と
面
接
し
、
話
を
す
る
。

　

平
成
27
年
度
よ
り
児
童

手
当
か
ら
納
め
て
も
ら
う

方
法
を
と
る
こ
と
に
し
た
。

　
平
成
26
年
度

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

歳
入
歳
出
決
算

　
　
高
額
療
養
費
と
な
る

こ
と
が
多
い
病
名
と
そ
れ

に
か
か
る
一
人
当
た
り
の

医
療
費
は
。

　
　

循
環
器
系
の
疾
病
が

多
く
、
高
血
圧
・
狭
心
症
・

脳
梗
塞
・
動
脈
硬
化
が
主

な
も
の
。

　

医
療
費
は
循
環
器
系
で

平
均
38
万
円
ほ
ど
。

　
平
成
26
年
度

介
護
保
険
特
別
会
計
歳
入

歳
出
決
算

　
　
認
定
状
況
の
中
で
、

一
次
判
定
と
二
次
判
定
で

２
段
階
の
差
が
あ
る
場
合

が
多
い
の
は
。

　
　

独
居
の
方
な
ど
は
、

全
部
一
人
で
行
っ
て
い
る

と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い

が
、
家
族
の
方
の
話
を
聞

い
た
り
、
主
治
医
の
意
見

書
を
見
る
と
、
違
っ
て
い

る
こ
と
が
あ
る
。

　

ま
た
、
一
次
判
定
か
ら

二
次
判
定
に
６
ケ
月
ほ
ど

期
間
を
あ
け
て
再
度
判
定

す
る
場
合
も
あ
る
。

（
新
美　
正
治 

議
員
）

QA

QA

QA

QA

QA
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